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緊急要請
死亡災害の多発に対応した

労働災害防止対策の徹底について
平成２８年１月から４月にかけてのわずかな期間に山口県内では、

７人（前年同期２人）の死亡災害が発生するという、極めて憂慮すべ
き事態となっています。
つきましては、会員事業所におかれまして、労働災害による犠牲者

をこれ以上増やさないという強い決意のもと各事業所での安全衛生活
動の強化をつぎのとおりお願い致します。

１ 安全衛生管理体制の充実
経営トップによる災害防止の決意を表明するとともに、自らが

先頭に立ち、業務量の増加等に十分に対応した安全衛生管理体制
となっているか、十分な安全衛生活動が行われているかなどを重
点に点検すること。

２ 交通労働災害の防止対策
「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき適切に取

り組むこと。特に、運転業務従事者に対して、睡眠時間の確保に
配慮し、無理のない適正な運転時間による走行計画の作成、見直
しを行うとともに、乗務開始前の点呼等の実施により、睡眠不足
が著しい場合には運転業務に就かせないなどの措置について、一
層の徹底を図ること。

３ 陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」
の「第３荷主等の実施事項」に基づき、荷主等においても、陸上
貨物運送事業者との連絡調整を図り、荷役作業の安全対策に取り
組むこと。

４ 「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」の継続実施
作業通路における段差等の解消や４Ｓの徹底による通路等の安

全確保の取組を行うと共に、６月の重点取組期間を中心に職場巡
視等により、転倒災害防止対策の実施及びその定着状況の確認を
行うこと。
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